
令和８年４月３０日 

 

政 務 活 動 費 収 支 報 告 書 

 

 

（あて先）京田辺市議会議長 

         

申請者 日本維新の会   

 幹事 上田 毅   印 

 

 京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第5条の規定により、次のとお

り提出します。 

 〔収 入〕                          (単位：円) 

科 目 本年度決算額 備 考 

交 付 金 450,000    

合 計 450,000    

 〔支 出〕                          (単位：円) 

科 目 本年度決算額 備 考 

調 査 研 究 費     

研 修 費 222,660    

広 報 費     

広 聴 費     

要請・陳情活動費 1,270    

会 議 費     

資 料 作 成 費     

資 料 購 入 費     

人 件 費     

事 務 所 費 52,536    

合 計 276,466    

 

収 支 差 引 残 額 173,534円 

 



【政務活動費支出明細表】

会派名 日本維新の会 令和７年度

3月11日 事務所費 49,231

3月11日 研修費 86,220

3月11日 事務所費 3,305

3月27日 要請・陳情活動費 20

3月27日 要請・陳情活動費 60

3月29日 要請・陳情活動費 110

3月30日 研修費 2,991

3月30日 研修費 90,000

3月30日 研修費 2,940

3月31日 研修費 40,509

3月31日 要請・陳情活動費 1,080

※政務活動における研修費にかかる報告、調査研究費にかかる視察報告、要請・陳情活動費にかかる
報告書、資料購入費における資料、政務活動費を使った作成物（議会報告ビラ等）については、別途、
資料も公開しております。

合計支出 276,466

研修会受講代 3/30,3/31　¥15,000✕3名（2講義）

交通費:電車代  （新田辺駅〜京都駅）
¥490✕3名（往復）

交通費：電車代 （新宿〜国会議事堂前）
¥180✕3名（往復）

宿泊代　¥13,503✕3名

月日 支出科目

政務活動費　　支出明細表

クリアホルダー代等として

資料作成コピー代

夕食代

摘　要　欄
支出金額

資料作成コピー代

資料作成コピー代

品目名

インク、コピー代金

交通費:新幹線代
（京都駅〜新宿駅）　¥14,370✕3名（往復）



 

令和 8 年 4 月 28 日  

 

（あて先）京田辺市議会議長 久保 典彦 様  

 

京田辺市議会 

会 派 名 日本維新の会 

代表者氏名 上田 毅 

 
 

研修報告書 
 

次のとおり報告します。 

研 修 項 目 人口減少対策セミナー等受講 

実 施 年 月 日 令和８年３月３０日・３１日 

実 施 場 所 リファレンス西新宿大京ビル 

参 加 者 氏 名 上田毅・早川由紀夫・有田幸平 

費 用 ￥222,660- 

【内容】  

【人口減少社会における出産・子育て支援の課題と自治体の役割】 

1. 現状の問題点：制度の狭間と孤立 

人口減少が加速する中、これまでの子育て支援は「所得制限による分断」や「就

労の有無による支援格差」という課題を抱えている。特に、未就園児を持つ家庭の

孤立や、共働き世帯の所得減（時短勤務など）への不安が、出産を躊躇させる大きな

要因となっている。 

2. 改正法の意義と解決すべき課題 

• 経済的不安の解消: 児童手当の拡充や所得制限撤廃による「全てのこども」へ

の保障。 

• 共育ての推進: 育休時の収入保障や時短就業給付による、キャリアと育児の両

立支援。 



• 支援の全戸化: 「こども誰でも通園制度」等による、家庭環境を問わない切れ

目ない支援。 

3. 本市における実装への提言（落とし込みのポイント） 

国が示す新しい枠組みを、本市の住民が「真に使いやすいサービス」として実感

するためには、以下の 3 つの視点で具体策を講じる必要があると考える。 

① 既存事業との有機的な統合と「ワンストップ化」 

制度ごとに窓口が分かれるのではなく、妊娠期から高校卒業までを一貫して見守

る体制を強化。「こども家庭センター」を核とし、今回の「妊婦支援給付」や「産後

ケア」、さらには「ヤングケアラー支援」を一元的に管理できるデータベースの整備

と、相談員のスキルアップを図る。 

② 地域資源をフル活用した「誰でも通園制度」の独自展開 

「こども誰でも通園制度」の本格実施に向け、単に枠を確保するだけでなく、地

域の空き家活用や、既存の認可外保育施設・子育て支援拠点との連携を模索する。

「京田辺市なら、いつでも安心して預けられる」という安心感こそが、定住人口の

維持・増加に直結すると考える。 

③ 住民への「届く広報」とアウトリーチ（訪問支援） 

拡充された児童手当や新しい給付金制度を、必要とする人に確実に届けなければ

なりません。特に、申請主義による「漏れ」を防ぐため、DX（デジタル化）による

プッシュ型通知の導入や、支援が必要な家庭へのアウトリーチを強化し、「自治体が

寄り添っている」という実感を提供します。 

 

4. 結びに 

人口減少という大きな荒波の中で、法改正はあくまで「道具」に過ぎない。その

道具をどう使い、地域独自のニーズに合わせた温かみのある施策に変換できるか。

「こどもを産み育てるなら、この街が一番」と住民に選ばれる自治体を目指し、部

局の垣根を越えた連携で取り組んでいくことが不可欠だと考える。 

 

 

 



【医療保険制度の財源と給付から検証する・地域・世代・保険者間格差】 

〜持続可能な社会保障制度の構築と現役世代の負担軽減に向けて〜 

1. 研修の目的 

本研修は、日本の社会保障財政の現状をデータに基づき検証し、特に医療保険制

度における「財源の偏り」と「給付の非効率性」を明らかにすることを目的とし

た。現役世代の負担が限界に達しつつある中で、自治体議員として、地域医療の最

適化といかに向き合うべきか、その具体的方策を探った。 

2. 世代間格差の是非と現役世代の生活守護 

社会保険料負担の深刻な現状: 1988 年以降、公的負担増の主因は一貫して「社会保

険料」であり、税負担以上に現役世代の家計を圧迫している。 

「2040 年推計」への危機感: 保険料率が報酬の 3 割（32.6%）に達するという予

測は、現役世代の生活基盤を根本から揺るがすものである。次世代に負担を先送り

しないためにも、「給付と負担の公平性」を担保する抜本的な制度改革が不可欠であ

ることを再認識した。 

3. 医療提供体制の構造改革と効率化の視点 

経営のバラツキと生産性の向上: 同一機能を持つ病院間でも費用構造に大きな差が

ある事実は、マネジメントによる効率化の余地を明確に示している。医療分野におい

ても、聖域なきデジタル化や業務フローの見直しによる「生産性向上」を強力に推

し進める必要がある。 

「回数」から「成果」への評価転換: 日本人の高い外来受診頻度を背景とした「出

来高払い」から、リフィル処方箋の普及や「包括払い」へのシフトを加速させ、医

療の質を維持しながらコストを適正化する仕組みづくりが求められている。 

4. 京田辺市における政策展開への還元 

現役世代・子育て世代の可処分所得の保護: 本市の活力の源泉である現役世代の負

担感を直視し、社会保険料の抑制に繋がるあらゆる効率化策を市政から提言してい

く。 

5. 結びに：次世代に責任を持つ「改革」の断行 

社会保障制度の維持は、もはや既存の枠組みの中での微修正では不可能であり、

今こそ既得権益や従来の慣習にとらわれない「構造の作り替え」を断行すべきフェ

ーズにある。 



日本維新の会が掲げる「現役世代への徹底投資」を実現するためには、医療・介

護分野における徹底した透明化と効率化が避けて通れないセンターピンである。京

田辺市議会議員として、政治家自らが身を切り、覚悟を持って改革の先頭に立つこと

で、10 年後、20 年後の市民が将来に希望を持てる「持続可能な地域社会」の構築に

邁進する。 

 

 

 

 

 

 



 

令和 8 年 4 月 28 日  

 

（あて先）京田辺市議会議長 久保 典彦 様  

 

京田辺市議会 

会 派 名 日本維新の会 

代表者氏名 上田 毅 

 
 

要請・陳情活動報告書 
 

次のとおり報告します。 

要請・陳情活動 

項 目 
京田辺市の施策及び予算について 

実 施 年 月 日 令和８年３月３１日 

実 施 場 所 衆議院第一議員会館（前原誠司議員執務室内） 

参 加 者 氏 名 上田毅・早川由紀夫・有田幸平 

費 用 ￥1,270- 

【内容】 

1.要請の要旨 

「緑豊かで健康な文化田園都市」の実現に向け、物価高騰や大規模な市街

地整備（田辺北地区）に伴う財政の逼迫状況を説明し、国政による強力な財

政支援を要望した。 

具体的には、防災対策の強化、幹線道路（大住草内線）の整備、JR 学研都

市線の利便性向上、GIGA スクール構想の推進、下水道施設の改築など、市

民生活の安定と利便性に直結する計 10 項目の早期実現を求めた。 

2. 先方の回答 

本要請に対し、以下の回答を得た。 

「地元の切実な課題として重く受け止め、政府へと伝える」 



3. 国土交通省からの回答（R8.4.2） 

後日、政府（国土交通省）より、項目に対し以下の通り回答があった。 

【田辺北地区新市街地整備と複合型公共施設の整備について】 

田辺北地区土地区画整理事業については、令和６年度より社会資本整備総

合交付金により道路等の都市基盤整備に着手されていると承知しておりま

す。国土交通省としましても、京田辺市のご要望を踏まえ、予算の範囲内で

可能な限りの支援に努めて参ります。 

また、複合型公共施設については、今後、構想が具体化した際には、事業

計画の内容等について適宜ご相談に応じてまいります。 

【台風・局地的豪雨・内水排除対策について】 

（１）新西浜樋門と田辺排水機場の整備について 

新西浜排水樋門と田辺排水機場の整備については、周辺地域の浸水被害の

軽減を目的に京都府が主体となり改修を進めているところです。 

なお、新西浜排水樋門の本体工事については、京都府からの受託工事とし

て淀川河川事務所で実施しており、令和 8 年度末に完成予定です。 

国、京都府、京田辺市と連携の上、事業を推進していくとともに、国土交

通省としては、引き続き、京都府が行う河川整備に対して、防災・安全交付

金にて財政的支援を行って参ります。 

（２）国管理河川木津川の堤防補強、飯岡久保田樋門へのポンプ設置につい

て 

「防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策」予算を活用し、 

京田辺市域の堤防強化対策は、令和 7 年度にすべて対策が完了したところで

す。引き続き、木津川本川の堤防強化対策について推進して参ります。 

飯岡久保田樋門に接続している直田川は、京田辺市が管理する準用河川で

あり、内水対策には直田川流域の流出特性を踏まえた、さまざまな手法があ

ると考えております。 

準用河川の管理者である京田辺市において総合的な内水対策を検討される

際には、内水対策に関するお考えを十分に伺いながら、技術的支援を行って

まいります。 

 



【主要幹線道路の新設（都市計画道路大住草内線）への支援拡充について】 

大住草内線については、京奈和自動車道田辺北 IC から市中心部で区画整

理事業が進む田辺北地区新市街地を経由し、国道３０７号山城大橋付近を結

ぶ都市計画道路であり、東西の工業地域を連絡し、地域経済の活性化に寄与

する道路であると聞いております。 

大住草内線の整備について、国土交通省としては、要望を踏まえて必要な

支援をして参ります。 

4. 今後の活動 

今後、政府への働きかけの進捗を注視し、党本部および国政との緊密な連

携のもと要望項目の具現化に向けた活動を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














